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気仙沼市立地適正化計画（概要版） 
令和７年 11月公表 

気仙沼市建設部都市計画課 

  

 

第１章 はじめに 

１．立地適正化計画策定の背景 

 人口減少・少子高齢化が進む中で，都市機能・居住の誘導による持続可能なまちづくりの実現のため 2014

年に都市再生特別措置法が一部改正され，「立地適正化計画制度」が創設されました。 

２．立地適正化計画とは 

 立地適正化計画は，概ね２０年後の将来を見据え，
人口減少・少子高齢化に対応した持続可能なまちづ

くりを目指すものです。 

都市再生特別措置法第８１条第２項の規定により，

立地適正化の基本的方針を定め，居住や都市機能を

誘導する区域（居住誘導区域・都市機能誘導区域）や

誘導するための施策・事業，防災指針等を定めます。 

 

        「立地適正化計画策定の   」より一部   

 人口減少の中に   も    

       とに      

    地          

 に             の

     区域 
 

    し   地  に設定 

   ・  ・ 業・  施設等の都

市   都市の        

 に        と     

の      の       

      区域 
 

    し        に設定 

３．気仙沼市において，立地適正化計画 策定   との意義 

 

 計画範囲   気仙沼都市計画  全  

 

 計画期間   ２０２5年 (令和７年 )～

２０４０年 (令和２２年 ) 

気仙沼市におい は，人口減少・少子高齢化が進行する中で，定住人口の確保に向けたまちづくりがよ

り一層必要 な  います。また，本市の市街地におい も，人口集中地区の人口密度の低下や空 家・空

 地の増 により，中心市街地が衰退し います。そうした中で，本計画 連携し 実施する施策は次のよ

うなものを想定し います。 

 

■気仙沼市 想定  まちづく 事業 

 市役所移転に伴 まちづく  推進  

⇒市役所跡地の活用，ワンテン庁舎跡地の活用 など 
 

 復興事業に  整備  た トックの    

⇒安全な地域に立地する災害 営住宅での受入 
 

 復興事業に  整備  た宅地の有     

⇒ 地区画整理事業区域等への市外からの移住促進 など 

  学校の再編に  教育環境の向上  

⇒ 学しやすく安全な立地への中学校再編 など 
 

 本吉地 等におけ 地     の形成  

⇒本吉，唐桑地区における既存施設の活用 など 

 

４．計画の範囲と期間 

 

５．計画の位置づけ 

 

第２章 本市の現状分析 

１．まちづく にあたって踏まえ べき市の特性 社会潮流 

  災害に強いまちづく の推進 

 東日本大震災か の復旧 復興と復興事業

   したまちづく  

 少子化 高齢化 
 

 市役所移転 

 地方創 の推進 

 市民 主役のまちづく の推進 

 SDGsの推進 
 

 

２．本市の現状 

 
（１）    世 帯 
総人口は減少傾向に り，平成

22年は約7.3万人でしたが，令和

2年には約6.1万人に減少し，令和

32 年には約 3.2 万人にまで減少

する見込みです。 

   実績値は 勢調査，推計値は『日本の地

域別将来推計人口 

（令和５(2023)年推計）』 立社会保障・人口
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■年齢別  の推移 

（２）経済 財政等 
卸売業・小売業の年間 品販売額は東日本大震災後の平成２４年には大 く落ち込み，平成２８年にかけ 

回復し震災前 ほぼ同水準 なりましたが，令和３年には新型コロナウイルス感染症拡大の影響も り，減少

し います。 

事業所数 従業者数につい は，平成２４年に大幅に減少したものの，その後増 し います。 

  施設（ハコモノ施設）を長寿命化した場合の将来更新費用の推計結果 ，インフラの将来更新費用の推

計結果を合算した  施設等の今後４０年間の更新費用の総額は約 2,173.1 億円（年間 54.3 億円）かかる

こ が予想されます。現有の施設をそのまま更新し いくのは極め 困難な状況に り，  施設（ハコモノ施

設）につい 老朽施設の統廃合 人口動態に応じた施設の適正規模による適正配置を実施し い ます。 

（３）土地利  施設立地 
東日本大震災での津波被害

等を受け ，沿岸部を中心に

 地区画整理事業や津波復興

拠点整備事業等を実施しまし

た。 

空 家は市の中心市街地で

 る気仙沼地区が市全体の空

 家件数の約半数を占め い

ます。 

（４）都市交通 
市内路線バスの利用者は

平日 1日 たり利用者数

497人で り，当面は，自

家用車が主な   段で 

る傾向に大 な変更はない

 思われます。 

一方で，高齢社会が進行

し，    が失われる 

車を運転で ない方々の生

活が不便 なり，その方々

の   段の確保が今後の

課題です。 
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第３章 まちづく の方針 

１．本市まちづく の課題の整理 

 

  方針 

本市の特性や社会潮流を踏まえ，立地適正化に た  の課題 対策を次のように整理します。 

２．まちづく の方針 

 
  減少時代におけ   可  まちづく  

○ 市役所の移転に伴う新しい都市構造への転換 併せ，これまでの復旧・復興事業により整備

された都市基盤を最大限活かしたまちづくりを推進します。 
 

○ 人口減少下におい も，中心拠点の賑わいの創  安全な居住地形成を図りながら，持続可

能なまちづくりを目指します。 
 

○ 中心拠点 地域生活拠点 をネットワークでつなぎ，暮らしやすいまちづくりを目指します。 

  方針① 新しい都市構造への転換 

 
     地          として 地  位置付

け， 地 の  一層の  化 

 中心拠点におい ，市役所の移転を契機 し，一

層の拠点化を進め，市全体の魅力 市民の利便性

の向上を図る。 

 唐桑や本吉等の地域におい も，地域生活拠点の

維持により住み慣れた地域で安心し 暮らすこ 

がで る持続的な地域づくりを図る。 

 BRT やデマンド型  等新たな     連動

し，安心し 住み続けるこ がで るまちづくりを

推進する。 

名称 該当地  役割 

     三日町八日町・内湾地区，田中前周辺地区 地区の特性を活かし，都市機能の集約を図る拠点 

地    

   
唐桑，本吉総合支所周辺 

生活機能の維持 地域コミュニティの維持による持続的

な拠点 

     鹿折，新月，松岩，面瀬，階上，大島地区等 中心拠点 の連携により，生活環境の形成を図る拠点 

 

  方針② 暮 し  い  地 

 
利便性の高い  地の形成と防災 減災対策，安 の暮 し 実現 

 

既存の都市基盤   して便利  気あ 暮 し

 実現し，将来も         エリア 

良好   環境   し，安全 暮 し 形成  

エリア 

自然環境と共 し，ゆと あ 暮 し 形成  エリア 

  方針③ 賑わいの創出 

 中心拠点におい ，各地区の特性を活かしながら３つの方針で活力の再生を推進します。 

賑わいの創出 

観光 交流  の拡大 

既存 トック  に  

賑わいの創出 

地 特性  かした 力の再  目指  

 

多くの観光客 訪 ，交流  の拡大 目指  

空き地，空き家，空き店舗 どの   
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第４章 都市       

以下の区域設定のプロセスに基づい ，都市機能

誘導区域を設定します。 

第５章        

以下の区域設定のプロセスに基づい ，居住誘導

区域を設定します。 

  施設 

方針 
‘気仙沼の顔’としての 

賑わいの創出 

公共施設   関連施設の

 積 契 とした  利便性

の向上 

都市       
三日町八日町  湾地  

都市       

田 前周辺地  

都市       

 
 
施
設 

行政施設   本庁舎（市） 
医療施設   市立病院 
高齢者福祉施設   地 包括支援センタ  
教育施設 小学校  学校   

商業施設 
店舗面積2,000㎡ 超

え もの 
店舗面積 2,000 ㎡ 超え 

もの 

方針に基づく    

    の考え方 

  業施設や観光機能

の強化を図る  も

に，市役所移転に伴う

跡地活用 し ，市民

活動や 流機能の誘

導を図る。 

 市役所の移転，将来の条南

中学校跡地の活用により日

常生活の利便性を向上す

る  もに周辺住宅地の生

活利便に資する機能誘導

を図る。 

 

  施策（  促進施策） 

新庁舎周辺の環境整備 

 

市役所移転後の新た 都市の賑わい軸と  都市計画道路魚市場 谷地線

（田 前大通 ）について，一層の商業 積に繋  環境整備 進めま 。 

三日町 八日町地 及び市役

所跡地周辺のエリア方針検討 
三日町 八日町地 の今後のあ 方と市役所跡地の利   検討しま 。 

災害公営 宅の空き 戸  かした高齢者等の    支援 

 砂災害リスクや緊急・救急自動車のアクセスに

支障の る区域等，今後，日常生活が困難になる恐

れの る方や避難要支援者の方などを災害 営住

宅の空 住戸で受け入れるこ に向け，今後条件等

を整理する  もに に働 かけ い ます。 

土砂災害リ クのあ   に  してい 高齢者への

空き家バンク  推進 

空 家バンク制度を活用し ，居住誘導区域内の

ニーズに合 た空 家での受け入れを促進します。 

市街地定 促進事業補助金制 の創設 

 地区画整理事業区域等への市外からの移住促

進のため，新たに家屋を取得し，居住する方を対象

に固定資産税相当額を 付する市街地定住促進事

業補助金を創設します。 

     

  施策（  についての考え方） 



4 

  

    

 

第６章 防災指針 

本市は， 砂災害，洪水，津波など，様々な災害リスクを有し いるこ から，都市の防災に関する機能

の確保のため，防災指針を定める  もに，この方針に基づく具体的な取組を位置づけます。 

１．防災指針の基本  考え方 

 

２．災害リ ク別対応の方向性 ／ ３．災害 別ごとの具体  取組み 

 本市におい 発生が想定される「 砂災害」，「洪水」，「津波」の災害の種類ご に，それぞれのリスクに

対する方向性を次のように設定し，災害リスクを生じさせる要因そのものを取り除くための取組（自然災害

リスクの回避） ，被害を軽減させるための取組（自然災害リスクの低減）を位置づけます。 

災害リ ク 対応の方向性 施 策 施策の 別 

土砂災害 
居住誘導区域からの除外  もに，居住誘導区

域内の災害 営住宅等への住み替え促進により

減災を図る 

高齢者の住み替え支援 回避／ソフト 

 砂災害警戒区域等の周知 低減／ソフト 

警戒避難体制の整備 低減／ソフト 

洪 水 
家屋倒壊等氾濫想定区域及び洪水浸水想定３ｍ

以上の区域を居住誘導区域から除外し，人命及

び資産の保護を図る。 

水害対策の推進 回避／ハード 

洪水ハザードマップの周知 低減／ソフト 

津 波 

比較的発生頻度の高い津波（レベル１）は海岸堤

防等により人命，財産を保護する。 

最大クラスの津波（レベル２）は避難経路の設定

などのソフト対策を中心に減災対策を講ずる。 

津波避難ガイドライン等の周知 低減／ソフト 

津波ハザードマップの周知 低減／ソフト 

 

第７章 地      

将来にわた  持続可能な拠点 し 維持し いくため，唐桑地域，本吉地域に「地域生活拠点区域」

を設定します。 

唐桑地  地        本吉地  地        

  
 

本吉総合支所

本吉老人福祉センター・
本吉地域包括支援センター

本吉松岡タウン
センター

本吉津谷舘岡
コミュニティ
センター

津谷保育所

津谷小学校

マイヤ本吉
はまなす店

本吉総合体育館

本吉公民館
本吉図書館

本吉保健福祉
センター

  形成施策 

  環境の向上に資  公共公益施設の   整備   ，教育，就業拠点など，地域の居住環境向上に資

する   益施設の誘導・整備を図ります。 

滞在 交流空間の形成に向けた既存 トックの修復 利 

  

日常生活の滞在快適性の向上に資する  空間整

備や既存ストックの修復・利活用を行い，住民等の滞

在・ 流を促進します。 

第８章 目標指標と進行管理 

１．目標指標 

 本計画が実効性を持  適切に運用され いるかを継続し 確認するために，本計画による効果を表す

目標指標を，「施設誘導」，「居住誘導」，「    」，「防災」，「財政」の５つの視点から設定します。 

 
目標指標 基準値 

目標値 
（2040年 ） 

施設

   

都市       （三日町八日町  湾地 ）の 

  施設数 
9施設 
（2025年） 

   充実 

都市      （田 前周辺地 ）の  施設数 6施設 
（2025年）    充実 

  

   

    地 (DID)の     35.9  /ha 
（2020年）    充実 

    地 (DID)の面積 161.5ha 
（2020年） 

    

公共

交通 
       の公共交通充足  

81.8％ 
（2024年）    充実 

防災 
家屋倒壊等氾濫想定  （都市計画   ）にお

け 建築行為の届出件数 
2.3 件/年 

（2019～2024年度） 0件 

財政   地 指定   の地価の変化  -11.1% 
（2025-2020年） 改 善 

 

２．計画の進行管理 

 ＰＤＣＡサイクルに基づい 概ね５年ご に計画に記載された施策・事業の実施状況の調査・分析及び評価

を行い，計画の進捗状況や妥当性等を検証します。 

目標指標の達成状況や人口動態等につい 定量的に評価する  もに，その結果を踏まえ，誘導区域や誘

導施設，誘導施策の見直し，充実・強化等を実施し，計画の更なる改善に取り組みます。 


